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産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第一部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。血圧は、収縮期血圧９９～１３３ｍｍＨｇ、拡張期血圧４４～８

２ｍｍＨｇで、妊娠３４週１３３／８２ｍｍＨｇ、妊娠３５週１３０／６７

ｍｍＨｇあった。尿生化学検査では、尿蛋白が妊娠３４週に（＋）であった。

妊娠３６週５日の妊婦健診では、血圧１３０／７７ｍｍＨｇ、尿蛋白は（＋）

であった。妊娠３６週６日、妊産婦は腹痛のため当該分娩機関を受診した。

医師は陣痛発来と判断したが胎児心拍数が１００拍／分台であったため、分

娩監視装置を装着するよう指示をした。妊産婦は入院となり、車椅子で陣痛

室に入室した。入室時、顔色は不良であった。破水はなく、出血はごく少量

であった。助産師が分娩監視装置を装着したところ、胎児心拍数は９０拍／

分台であった。妊産婦の体位変換を行ない、酸素５Ｌ／分の投与を開始した

が、胎児心拍数の回復はみられなかった。助産師は腹壁がずっと硬いと判断

し、医師に報告した。医師は超音波断層法を実施、胎盤後血腫３ｃｍ大を確

認し、常位胎盤早期剥離の疑いで、帝王切開を決定した。手術室入室時の血

圧は１８８／８０ｍｍＨｇであった。入院から３２分後に帝王切開で児が娩

出された。子宮前面は暗赤色であった。胎盤の剥離面積は３０～４０％と判

断された。 

児の在胎週数は３６週６日で、体重は２３００ｇ台であった。臍帯動脈血
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ガス分析値は、ｐＨ６．６７、ＢＥ－２１．７ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプ

ガースコアは生後１分０点、生後５分２点であった。小児科医によりバッグ･

マスクによる人工呼吸と気管挿管、胸骨圧迫が行われた。重症新生児仮死の

ため生後１時間２６分に近隣のＮＩＣＵに搬送となった。ＮＩＣＵからの経

過報告書によると、入院後、新生児遷延性肺高血圧症、心不全、腎不全、播

種性血管内凝固症候群などを合併したが改善がみられ、生後１１日に抜管と

なった。 

本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医１名、産科医１名、

小児科医１名と助産師２名、看護師１名、准看護師１名であった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離による胎児低酸

素・酸血症であると考えられる。 

常位胎盤早期剥離の発症には妊娠高血圧症候群が関与した可能性がある。 

常位胎盤早期剥離の発症時期については、前日の妊婦健診以降から腹痛が

出現するまでの間と推察される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の妊婦管理は一般的である。妊産婦が腹痛のため受診した際、胎児

心拍数が１００拍／分台であったため、５分後に入院としたのは一般的であ

る。胎児心拍数陣痛図において、胎児心拍数基線が９５拍／分の徐脈で、回

復がみられず、かつ腹壁が硬いと判断し、入院の５分後に再度医師に報告し

たことは適確である。その後常位胎盤早期剥離の疑いで、帝王切開術を決定

したのは適確である。血圧の測定が、手術室入室時となったことは選択され

ることの少ない対応である。血液検査で、血小板減少、フィブリノーゲンと
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ＡＴ－ＩＩＩ低下、ＦＤＰとＤ－ダイマーの上昇を確認しているのは一般的

である。手術決定後２４分で手術を開始したことは適確である。臍帯血液ガ

ス分析を行ったことは一般的である。 

新生児蘇生については一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）新生児蘇生について 

日本周産期・新生児医学会が推奨する新生児蘇生法ガイドライン２０

１０に則った初期蘇生時のボスミンの投与量を再度確認し、それを遵守

することが望まれる。 

（２）胎盤病理組織学検査について 

   胎盤の病理組織学的検査は、原因の解明に寄与する可能性があるので、

常位胎盤早期剥離や感染が疑われる場合など、分娩経過に異常があった

場合や重症の新生児仮死が認められた場合には、実施することが望まれ

る。 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

  特になし。 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、および予防法や診断法に関する研

究を推進することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


